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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成28年2月12日(2016.2.12)

【公開番号】特開2015-97863(P2015-97863A)
【公開日】平成27年5月28日(2015.5.28)
【年通号数】公開・登録公報2015-035
【出願番号】特願2015-36678(P2015-36678)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３５２Ｎ
   Ａ６３Ｆ    7/02     ３５２Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成27年12月18日(2015.12.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　遊技機と、前記遊技機での遊技を可能にする遊技用装置とを備える遊技用システムで
あって、
　前記遊技機は、
　　遊技が行なわれることにより変化する遊技情報を特定するための遊技特定情報を前記
遊技用装置へ送信する情報送信手段と、
　　前記遊技用装置へ送信する前の遊技特定情報である送信前遊技特定情報を記憶すると
ともに前記遊技用装置へ送信した遊技特定情報である送信済遊技特定情報を記憶する遊技
特定情報記憶手段とを含み、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技情報を記憶する情報記憶手段と、
　　前記情報記憶手段が記憶している情報を前記情報送信手段から送信されてきた遊技特
定情報に基づいて更新する情報更新手段とを含み、
　前記情報送信手段は、前記遊技機と前記遊技用装置とが通信できない通信不能状態から
回復した後の通信復旧時に、前記遊技特定情報記憶手段が記憶している前記送信前遊技特
定情報と前記送信済遊技特定情報とを前記遊技用装置が区別できる態様で送信する遊技特
定情報区別送信手段を含み、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技特定情報区別送信手段により送信されてきた前記送信前遊技特定情報と前記
送信済遊技特定情報と前記情報記憶手段が記憶している情報とに基づいて前記送信前遊技
特定情報と前記送信済遊技特定情報とが適正な情報であるか否か判定する適否判定手段と
、
　　該適否判定手段により適正であると判定されたことを条件として、前記送信前遊技特
定情報と前記送信済遊技特定情報とに基づいて前記遊技機と遊技情報の整合性をとる整合
手段と、
　　当該遊技用装置が設置されている遊技場を特定可能な遊技場特定情報を記憶する遊技
場特定情報記憶手段と、
　　当該遊技用装置に設けられている制御装置を特定可能な制御装置特定情報を記憶する
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制御装置特定情報記憶手段と、
　　遊技者所有の遊技用価値を特定可能な記録媒体を受付ける記録媒体受付手段と、
　　該記録媒体受付手段により記録媒体が受付けられたときに、前記遊技場特定情報記憶
手段に記憶されている遊技場特定情報と前記制御装置特定情報記憶手段に記憶されている
制御装置特定情報とを前記遊技機へ送信する送信手段とをさらに含む、遊技用システム。
【請求項２】
　遊技機での遊技を可能にする遊技用装置であって、
　前記遊技機で遊技が行なわれることにより変化する遊技情報を記憶する情報記憶手段と
、
　前記遊技情報を特定するための遊技特定情報を前記遊技機より受信する情報受信手段と
、
　前記情報記憶手段が記憶している情報を前記情報受信手段により受信された遊技特定情
報に基づいて更新する情報更新手段とを含み、
　前記情報受信手段は、前記遊技機と通信ができない通信不能状態から回復した後の通信
復旧時に、前記遊技特定情報として前記遊技機から送信されてくる送信前遊技特定情報と
該送信前遊技特定情報より１回前の前記遊技特定情報である送信済遊技特定情報とを区別
できる態様で受信する遊技特定情報区別受信手段を含み、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技特定情報区別受信手段により受信された前記送信前遊技特定情報と前記送信
済遊技特定情報と前記情報記憶手段が記憶している情報とに基づいて前記送信前遊技特定
情報と前記送信済遊技特定情報とが適正な情報であるか否か判定する適否判定手段と、
　　該適否判定手段により適正であると判定されたことを条件として、前記送信前遊技特
定情報と前記送信済遊技特定情報とに基づいて前記遊技機と遊技情報の整合性をとる整合
手段と、
　　当該遊技用装置が設置されている遊技場を特定可能な遊技場特定情報を記憶する遊技
場特定情報記憶手段と、
　　当該遊技用装置に設けられている制御装置を特定可能な制御装置特定情報を記憶する
制御装置特定情報記憶手段と、
　　遊技者所有の遊技用価値を特定可能な記録媒体を受付ける記録媒体受付手段と、
　　該記録媒体受付手段により記録媒体が受付けられたときに、前記遊技場特定情報記憶
手段に記憶されている遊技場特定情報と前記制御装置特定情報記憶手段に記憶されている
制御装置特定情報とを前記遊技機へ送信する送信手段とをさらに含む、遊技用装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　（１）　本発明は、遊技機（Ｐ台２、Ｓ台２Ｓ）と、前記遊技機での遊技を可能にする
遊技用装置（ＣＵ３）とを備える遊技用システムであって、
　前記遊技機は、
　　遊技が行なわれることにより変化する遊技情報を特定するための遊技特定情報（遊技
台情報（遊技玉数、加算玉数、減算玉数））を前記遊技用装置へ送信する情報送信手段（
図１４～図１６、払出制御部１７１の入出力インターフェイス）と、
　　前記遊技用装置へ送信する前の遊技特定情報である送信前遊技特定情報（最新遊技台
情報（カウント中の遊技台情報））を記憶するとともに前記遊技用装置へ送信した遊技特
定情報である送信済遊技特定情報（前回遊技台情報）を記憶する遊技特定情報記憶手段（
図５：払出制御部１７１のＲＡＭ）とを含み、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技情報を記憶する情報記憶手段（図５：ＣＵ制御部３２３のＲＡＭ）と、
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　　前記情報記憶手段が記憶している情報を前記情報送信手段から送信されてきた遊技特
定情報に基づいて更新する情報更新手段（図５：ＣＵ制御部３２３のＣＰＵ）とを含み、
　前記情報送信手段は、前記遊技機と前記遊技用装置とが通信できない通信不能状態から
回復した後の通信復旧時（リカバリ時）に、前記遊技特定情報記憶手段が記憶している前
記送信前遊技特定情報と前記送信済遊技特定情報とを前記遊技用装置が区別できる態様で
送信する遊技特定情報区別送信手段（図１５、図１６参照）を含み、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技特定情報区別送信手段により送信されてきた前記送信前遊技特定情報と前記
送信済遊技特定情報と前記情報記憶手段が記憶している情報とに基づいて前記送信前遊技
特定情報と前記送信済遊技特定情報とが適正な情報であるか否か判定する適否判定手段（
Ｓ３０１、Ｓ３０３、Ｓ３１１、Ｓ３１２、Ｓ３２３）と、
　　該適否判定手段により適正であると判定されたことを条件として、前記送信前遊技特
定情報と前記送信済遊技特定情報とに基づいて前記遊技機と遊技情報の整合性をとる整合
手段（Ｓ３０３でＮＯのときに受信した遊技玉数を新たな遊技玉数として記憶するＣＵ制
御部３２３のＲＡＭ、Ｓ３１３）と、
　　当該遊技用装置が設置されている遊技場を特定可能な遊技場特定情報（図８：店舗コ
ード）を記憶する遊技場特定情報記憶手段（払出制御部１７１のＲＡＭ）と、
　　当該遊技用装置に設けられている制御装置を特定可能な制御装置特定情報（図８：Ｓ
Ｃ基板ＩＤ）を記憶する制御装置特定情報記憶手段（払出制御部１７１のＲＡＭ）と、
　　遊技者所有の遊技用価値（プリペイド残額、持玉、貯玉）を特定可能な記録媒体（カ
ード）を受付ける記録媒体受付手段（カードリーダライタ）と、
　　該記録媒体受付手段により記録媒体が受付けられたときに、前記遊技場特定情報記憶
手段に記憶されている遊技場特定情報と前記制御装置特定情報記憶手段に記憶されている
制御装置特定情報とを前記遊技機へ送信する送信手段（図８：通信制御ＩＣ３２５ａ）と
をさらに含む。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１７】
　（２）　本発明の他の態様は、遊技機（Ｐ台２、Ｓ台２Ｓ）での遊技を可能にする遊技
用装置（ＣＵ３）であって、
　前記遊技機で遊技が行なわれることにより変化する遊技情報を記憶する情報記憶手段（
図５：ＣＵ制御部３２３のＲＡＭ）と、
　前記遊技情報を特定するための遊技特定情報を前記遊技機より受信する情報受信手段（
図１４～図１６、通信制御ＩＣ３２５ａ）と、
　前記情報記憶手段が記憶している情報を前記情報受信手段により受信された遊技特定情
報に基づいて更新する情報更新手段（図５：ＣＵ制御部３２３のＣＰＵ）とを含み、
　前記情報受信手段は、前記遊技機と通信ができない通信不能状態から回復した後の通信
復旧時（リカバリ時）に、前記遊技特定情報として前記遊技機から送信されてくる送信前
遊技特定情報と該送信前遊技特定情報より１回前の前記遊技特定情報である送信済遊技特
定情報とを区別できる態様で受信する遊技特定情報区別受信手段（図１５、図１６参照）
を含み、
　前記遊技用装置は、
　　前記遊技特定情報区別受信手段により受信された前記送信前遊技特定情報と前記送信
済遊技特定情報と前記情報記憶手段が記憶している情報とに基づいて前記送信前遊技特定
情報と前記送信済遊技特定情報とが適正な情報であるか否か判定する適否判定手段（Ｓ３
０１、Ｓ３０３、Ｓ３１１、Ｓ３１２、Ｓ３２３）と、
　　該適否判定手段により適正であると判定されたことを条件として、前記送信前遊技特
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定情報と前記送信済遊技特定情報とに基づいて前記遊技機と遊技情報の整合性をとる整合
手段（Ｓ３０３でＮＯのときに受信した遊技玉数を新たな遊技玉数として記憶するＣＵ制
御部３２３のＲＡＭ、Ｓ３１３）と、
　　当該遊技用装置が設置されている遊技場を特定可能な遊技場特定情報（図８：店舗コ
ード）を記憶する遊技場特定情報記憶手段（払出制御部１７１のＲＡＭ）と、
　　当該遊技用装置に設けられている制御装置を特定可能な制御装置特定情報（図８：Ｓ
Ｃ基板ＩＤ）を記憶する制御装置特定情報記憶手段（払出制御部１７１のＲＡＭ）と、
　　遊技者所有の遊技用価値（プリペイド残額、持玉、貯玉）を特定可能な記録媒体（カ
ード）を受付ける記録媒体受付手段（カードリーダライタ）と、
　　該記録媒体受付手段により記録媒体が受付けられたときに、前記遊技場特定情報記憶
手段に記憶されている遊技場特定情報と前記制御装置特定情報記憶手段に記憶されている
制御装置特定情報とを前記遊技機へ送信する送信手段（図８：通信制御ＩＣ３２５ａ）と
をさらに含む。
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